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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成

三
十
一
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
謹
ん
で
新

年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
法
人
会
の
運
営
に
つ
き
ま
し

て
、
会
員
及
び
役
員
の
皆
様
方
、
並
び
に

税
務
当
局
を
始
め
と
し
た
関
係
各
位
の
深

い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
大
変
あ
り

が
た
く
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

安
倍
首
相
は
実
施
ま
で
一
年
を
切
っ
た
、

昨
年
十
月
十
五
日
の
臨
時
閣
議
に
お
い
て
、

消
費
税
率
引
き
上
げ
を
改
め
て
表
明
し
ま

し
た
。
特
に
消
費
税
増
税
と
同
時
に
導
入

さ
れ
る
軽
減
税
率
制
度
は
、
線
引
き
が
難

し
い
事
例
が
無
数
に
あ
る
こ
と
か
ら
小
売

り
や
外
食
の
現
場
で
は
導
入
時
の
混
乱
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
景
気
の
落
ち
込

み
を
防
ぐ
た
め
の
新
た
な
対
策
に
よ
る
財

政
出
動
も
予
想
さ
れ
、
財
政
規
律
の
緩
み

へ
の
懸
念
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。
十
二

月
に
は
、
自
動
車
や
住
宅
に
関
す
る
減
税

措
置
の
拡
充
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
平
成

三
十
一
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
が
決
定
し

ま
し
た
。
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で

あ
る
法
人
会
と
し
ま
し
て
も
、
税
務
当
局

と
の
連
携
を
よ
り
一
層
深
め
、
税
制
改
正

で
変
更
さ
れ
た
主
要
改
正
事
項
に
係
る
留

意
点
等
の
説
明
機
会
を
積
極
的
に
設
け
、

税
務
知
識
の
普
及
及
び
納
税
意
識
の
高
揚

を
図
り
、
公
正
な
納
税
と
円
滑
な
税
務
行

政
に
寄
与
し
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
の
法
人
会
活
動
で
は
、
主
要
事
業

で
あ
る
税
の
啓
発
を
中
心
と
す
る
活
動
や

地
域
社
会
へ
の
貢
献
活
動
が
、
親
会
と
の

密
接
な
連
携
の
も
と
に
青
年
部
会
及
び
女

性
部
会
の
柔
軟
な
発
想
と
機
敏
な
行
動
力

を
活
か
し
て
、
そ
の
役
割
を
積
極
的
に
果

た
し
て
頂
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
青
年

部
会
の
「
高
校
生
の
税
に
関
す
る
標
語
」、

女
性
部
会
の
「
小
学
生
租
税
教
室
及
び
税

金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
は
、
次
代
を
担
う

こ
ど
も
達
に
税
の
意
義
や
役
割
を
正
し
く

理
解
し
て
頂
け
る
事
業
に
定
着
し
て
い
ま

す
。
ま
た
四
月
に
開
催
さ
れ
た
「
全
国
女

性
フ
ォ
ー
ラ
ム
山
梨
大
会
」
並
び
に
九
月

に
開
催
さ
れ
た
「
青
年
部
会
・
女
性
部
会

創
立
四
十
周
年
記
念
事
業
」
は
実
行
委
員

が
中
心
と
な
り
両
部
会
員
の
皆
様
方
の
ご

尽
力
を
頂
き
成
功
裏
に
終
了
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
大
変
お
疲
れ
様
で
し
た
。

年
が
明
け
、
五
月
に
は
新
天
皇
が
即
位

さ
れ
新
元
号
が
公
布
さ
れ
ま
す
。
こ
の
記

念
す
べ
き
年
が
明
る
く
、
輝
か
し
い
年
と

な
る
こ
と
を
切
望
す
る
と
共
に
、
会
員
皆

様
方
の
事
業
の
益
々
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら

祈
念
致
し
ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

平
成
三
十
一
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
謹

ん
で
新
年
の
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
、細
谷
憲
二
会
長
を
は
じ
め
、

公
益
社
団
法
人
大
月
法
人
会
の
会
員
の
皆

様
方
に
は
、
税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
に

対
し
ま
し
て
、
多
大
な
る
御
支
援
と
御
協

力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

法
人
会
活
動
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
税

知
識
の
普
及
、
納
税
意
識
の
高
揚
、
税
制

に
関
す
る
意
見
の
提
言
な
ど
税
に
関
す
る

活
動
、
ま
た
、
地
域
社
会
へ
の
社
会
貢
献

活
動
な
ど
、
地
域
に
根
ざ
し
た
幅
広
い
事

業
活
動
を
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

会
員
の
皆
様
方
に
は
、
各
種
の
事
業
を

展
開
さ
れ
る
御
努
力
に
対
し
ま
し
て
、
心

か
ら
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

税
務
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
が
厳
し
さ

を
増
す
中
、
国
税
庁
の
使
命
を
果
た
し
て

い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
皆
様

方
と
の
連
携
・
協
調
が
必
要
で
あ
り
、
意

見
交
換
等
を
通
し
て
会
の
現
状
や
ニ
ー
ズ

を
把
握
す
る
こ
と
に
一
層
努
め
て
参
る
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
皆
様
も
御
承
知
の
と
お
り
、
い

よ
い
よ
今
年
の
十
月
一
日
か
ら
消
費
税
率

が
一
〇
％
に
改
正
さ
れ
、
同
時
に
軽
減
税

率
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
合
わ

せ
て
、
帳
簿
や
請
求
書
等
の
記
載
事
項
に

税
率
ご
と
の
区
分
を
追
加
し
た
「
区
分
記

載
請
求
書
等
保
存
方
式
」
が
仕
入
税
額
控

除
の
要
件
と
な
る
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。制

度
の
実
施
ま
で
に
準
備
期
間
が
限
ら

れ
て
お
り
ま
す
こ
と
を
踏
ま
え
、
制
度
導

入
時
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
今
後

も
広
報
活
動
や
研
修
会
な
ど
を
通
し
て
新

制
度
に
つ
い
て
の
周
知
・
広
報
を
よ
り
一

層
充
実
さ
せ
て
参
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
間
も
な
く
平
成
三
十
年
分

の
所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申

告
が
始
ま
り
ま
す
。
申
告
に
当
た
り
ま
し

て
は
、
是
非
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
御
利
用
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

特
に
、
本
年
一
月
よ
り
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ

ー
ド
方
式
が
始
ま
り
ま
す
。
税
務
署
で
発

行
す
る
①
Ｉ
Ｄ
と
②
パ
ス
ワ
ー
ド
の
二
つ

が
あ
れ
ば
、
御
自
宅
等
で
ス
マ
ホ
・
パ
ソ

コ
ン
で
申
告
が
で
き
る
利
用
方
式
で
あ
り
、

納
税
者
の
皆
様
の
利
便
性
向
上
に
大
き
く

資
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

是
非
、
従
業
員
の
方
々
に
も
積
極
的
な

利
用
を
お
声
掛
け
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
、
公
益
社
団
法
人
大
月

法
人
会
の
益
々
の
御
発
展
と
、
会
員
の
皆

様
方
の
御
健
勝
並
び
に
事
業
の
御
繁
栄
を

心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
新
年
の
御

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新
年
の
御
挨
拶

大
月
税
務
署

署
　
長
　
武
藤
　
雅
彦

新
年
の
ご
挨
拶

公
益
社
団
法
人
大
月
法
人
会

会
　
長
　
細
谷
　
憲
二
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平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日
㈭
、
ハ
イ

ラ
ン
ド
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
＆
ス
パ
に
於
い

て
、
大
月
税
務
署
主
催
に
よ
る
納
税
表
彰

式
が
挙
行
さ
れ
、
税
務
行
政
全
般
に
尽
力

さ
れ
、
功
労
の
あ
っ
た
方
々
に
表
彰
状
並

び
に
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

大
月
法
人
会
か
ら
受
彰
さ
れ
た
方
々
を

以
下
ご
紹
介
致
し
ま
す
。
受
彰
者
の
皆
様

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

署
長
表
彰

副
会
長
・
青
年
部
会
長

㈲
こ
み
た
け
売
店
　
小
佐
野
昇
一
様

署
長
感
謝
状

理
事
・
青
年
部
会
上
野
原
支
部
長

㈱
尾
形
製
作
所
　
　
尾
形
　
　
直
様

理
事
相
当
・
女
性
部
会
大
月
支
部
長

㈱
ナ
イ
ト
ー
建
商
　
内
藤
定
子
様

関
係
民
間
団
体
長
会
会
長
感
謝
状

理
事
相
当

㈱
協
和
生
コ
ン
　
　
倉
澤
　
光
代
様

青
年
部
会
都
留
副
支
部
長

㈱
長
田
電
材
工
業

菊
地
　
明
久
様

青
年
部
会
富
士
吉
田
副
支
部
長

三
和
建
設
㈱
　
　

渡
辺
　
三
雄
様

女
性
部
会
幹
事
・
コ
ー
ラ
ス
副
部
長

㈲
宝
観
光
バ
ス

渡
辺
な
お
み
様

平
成
三
十
年
度

納
税
表
彰

㈲こみたけ売店
小佐野昇一様

㈱尾形製作所
尾形　　直様

㈱ナイトー建商
内藤  定子様

㈱協和生コン
倉澤　光代様

㈱長田電材工業
菊地　明久様

三和建設㈱
渡辺　三雄様

㈲宝観光バス
渡辺なおみ様

国
家
・
社
会
に
対
し
て
功
労
が

あ
っ
た
人
へ
授
与
さ
れ
る
栄

典
、
平
成
三
十
年
秋
の
叙
勲
親

授
式
が
皇
居
宮
殿
豊
明
殿
に
於

い
て
、
伝
達
式
が
東
京
プ
リ
ン

ス
ホ
テ
ル
（
鳳
凰
の
間
）
に
於

い
て
十
一
月
八
日
㈭
開
催
さ

れ
、
当
会
常
任
理
事
の
大
森
剛

仁
氏
が
旭
日
双
光
章
を
受
章
さ

れ
ま
し
た
。
　
　
　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

旭
日
双
光
章
受
章



申
告
納
税
制
度
の
普
及
発
展
に

務
め
、
納
税
思
想
の
向
上
に
顕

著
な
功
績
が
あ
っ
た
人
々
に
贈

ら
れ
る
「
平
成
三
十
年
度
財
務

大
臣
、国
税
庁
長
官
納
税
表
彰
」

が
十
月
二
十
四
日
㈬
、
東
京
都

港
区
の
三
田
共
用
会
議
所
に
於

い
て
開
催
さ
れ
、
当
会
副
会
長

の
外
川
凱
昭
氏
が
財
務
大
臣
表

彰
を
受
彰
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

財
務
大
臣
表
彰
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第
三
十
五
回

法
人
会
全
国
大
会

十
月
十
一
日
㈭
、
鳥
取
市
と
り
ぎ
ん
文

化
会
館
で
開
催
。
当
会
よ
り
細
谷
会
長
以

下
計
十
六
名
、全
国
よ
り
千
八
百
名
参
加
。

第
一
部
は
「
三
十
五
歳
、
ど
ん
底
か
ら

の
挑
戦
」
と
題
し
、
大
山
ど
り
代
表
取
締

役
島
原
道
範
氏
に
よ
る
記
念
講
演
。

第
二
部
式
典
で
は
、
主
催
者
で
あ
る
小

林
栄
三
全
法
連
会
長
挨
拶
、
来
賓
祝
辞
、

会
員
増
強
、
研
修
参
加
率
向
上
、
福
利
厚

生
制
度
推
進
等
の
表
彰
と
平
成
三
十
一
年

税
制
改
正
提
言
及
び
青
年
部
会
に
よ
る
租

税
教
育
活
動
の
報
告
。
最
後
に
次
回
開
催

県
と
な
る
三
重
県
法
人
会
連
合
会
長
挨
拶

に
よ
り
閉
会
。

三
十
一
年
度
税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

●
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
。
目
標
の

早
期
達
成
に
向
け
て
全
力
を
！

●
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
は
不
可

避
。
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
た
社
会

保
障
制
度
の
確
立
を
！

●
中
小
企
業
向
け
税
制
措
置
を
拡
充
し
、

真
の
経
済
再
生
を
！

●
中
小
企
業
は
雇
用
の
担
い
手
。
事
業
承

継
税
制
の
改
革
は
地
方
活
性
化
の
た
め

に
も
重
要
！
　

正
副
会
長
会

第
二
回
理
事
会

平
成
三
十
年
十
月
二
十
三
日
㈫
、
午
前

十
時
・
十
一
時
よ
り
大
月
法
人
会
館
に
於

い
て
開
催
。
審
議
事
項
に
つ
い
て
は
、
全

項
原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

審
議
事
項

一
、
平
成
三
十
年
度
上
期
活
動
報
告
及

び
代
表
理
事
・
業
務
執
行
理
事
の
職

務
執
行
状
況
報
告
、
並
び
に
平
成

三
十
年
度
上
期
会
計
報
告
の
件

二
、
平
成
三
十
一
年
新
春
講
演
会
・
賀
詞

交
歓
会
開
催
の
件

三
、
関
係
民
間
団
体
長
会
会
長
感
謝
状
被

贈
呈
候
補
者
推
薦
の
件

四
、
役
員
等
の
退
任
に
関
す
る
規
程
の
件

報
告
事
項

一
、
今
後
の
主
要
事
業
の
件

二
、
会
員
状
況
及
び
会
員
増
強
の
件
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三
、
福
利
厚
生
制
度
推
進
の
件

四
、
関
係
民
間
団
体
共
催
事
業
の
件

五
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
ミ
ナ
ー
利
用
状

況
の
件

六
、
や
ま
な
し
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
富
士
吉
田
開
設
の
件

七
、
法
人
会
全
国
大
会
（
鳥
取
大
会
）
参

加
の
件

八
、
そ
の
他

①
Ａ
Ｉ
Ｇ
損
保
提
供
ラ
ジ
オ
番
組
へ

の
役
員
出
演
の
件

②
会
費
未
納
先
へ
の
対
応
の
件

河
口
湖
東
西
支
部

税
務
研
修
会
・
特
別
講
演
会

十
月
十
八
日
㈭
　
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル

支
部
活
動
報
告

上
野
原
支
部
総
会
・
税
務
研
修
会

八
月
三
十
一
日
㈮
　
桃
華

富
士
急
グ
ル
ー
プ
部
会
税
務
研
修
会

十
二
月
四
日
㈫
　
富
士
急
行
本
社

大
月
支
部
総
会
・
税
務
研
修
会

十
一
月
二
十
九
日
㈭
　
大
商
協
組
合

都
留
支
部
合
同
役
員
会
・
税
務
研
修
会

九
月
十
九
日
㈬
　
山
一
会
館
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主
催
者
挨
拶

青
年
部
会
長
　
小
佐
野
昇
一

只
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
青
年

部
会
第
五
代
部
会
長
を
務
め
て
お
り
ま
す

小
佐
野
昇
一
で
す
。
本
日
は
大
変
お
忙
し

い
中
、
青
年
部
会
・
女
性
部
会
四
十
周
年

記
念
式
典
に
ご
出
席
賜
り
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
こ
こ
に
本
式
典
を
開
く
こ
と
が
出

来
ま
し
た
の
も
、
ご
出
席
く
だ
さ
い
ま
し

た
青
年
部
会
及
び
女
性
部
会
の
役
員
・
部

会
員
の
皆
様
、
武
藤
署
長
様
を
は
じ
め
と

す
る
大
月
税
務
署
幹
部
の
皆
様
、
歴
代
署

長
様
を
は
じ
め
と
す
る
ご
来
賓
の
方
々
の

お
か
げ
と
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

法
人
会
の
活
動
は
、
税
の
啓
蒙
活
動
・

租
税
教
育
・
地
域
貢
献
活
動
と
い
う
事
は

皆
様
も
ご
承
知
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

私
達
大
月
法
人
会
青
年
部
会
は
、
昭
和

五
十
三
年
の
設
立
当
初
か
ら
諸
先
輩
方

が
、
様
々
な
活
動
を
通
し
租
税
教
育
に
取

組
ん
で
来
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
中
で
良
き

友
人
・
理
解
者
と
の
出
会
い
が
あ
り
現
在

に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

ご
承
知
の
通
り
大
月
法
人
会
青
年
部
会

に
は
定
年
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
設
立

か
ら
の
理
念
で
自
分
が
青
年
で
無
い
と
思

っ
た
時
が
定
年
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
本
日
お
い
で
の
ご
来
賓
の
皆
様
も
青

年
部
会
員
の
中
に
見
知
っ
た
顔
も
多
い
と

存
じ
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
大
月
法
人
会
の

特
徴
の
一
つ
で
も
あ
り
、
設
立
当
初
の
思

い
が
広
く
若
い
世
代
に
継
承
し
続
け
て
い

る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
一
〇
年

の
事
業
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
高
校
生
の

税
に
関
す
る
標
語
募
集
・
都
留
支
部
担
当

で
行
わ
れ
、
工
場
見
学
租
税
教
育
・
忍
野

山
中
湖
支
部
担
当
の
野
球
大
会
租
税
教

室
・
社
会
貢
献
事
業
の
年
末
チ
ャ
リ
テ
ィ

ー
・
岳
南
法
人
会
、
三
島
田
方
法
人
会
、

沼
津
法
人
会
、
大
月
法
人
会
の
四
法
人
で

行
っ
て
い
る
環
富
士
山
交
流
会
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。

ど
の
事
業
も
諸
先
輩
方
が
築
き
上
げ
て

き
た
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。今
、活
躍
し

て
い
る
部
会
員
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
引

き
継
ぎ
発
展
さ
せ
、
次
の
世
代
へ
と
つ
な

い
で
行
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

四
十
周
年
を
新
た
な
ス
タ
ー
ト
と
し
部
会

活
動
に
取
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
様
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

本
日
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

主
催
者
挨
拶

女
性
部
会
長
　
志
村
美
貴
代

本
日
は
、
公
私
と
も
に
お
忙
し
い
中
、

多
数
の
ご
来
賓
の
ご
臨
席
を
賜
り
ま
す
と

と
も
に
、
本
会
役
員
並
び
に
大
勢
の
両
部

会
員
ご
出
席
の
も
と
、
公
益
社
団
法
人
大

月
法
人
会
青
年
部
会
・
女
性
部
会
創
立
四

十
周
年
記
念
式
典
が
挙
行
で
き
ま
す
こ

と
、
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

創
立
四
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
こ
と
は
、
諸
先
輩
方
の
努
力
と
苦

労
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
と
深
く
敬
意
を

表
す
と
同
時
に
、
長
年
に
わ
た
る
部
会
員

や
税
務
当
局
を
始
め
と
し
た
関
係
各
位
の

ご
支
援
と
ご
配
慮
の
賜
物
と
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

女
性
部
会
は
昭
和
五
十
三
年
十
月
に
創

立
。
四
十
年
の
長
い
歳
月
が
流
れ
部
会
員

の
顔
ぶ
れ
も
大
分
様
変
わ
り
を
し
て
い
ま

す
。
私
は
二
十
周
年
、
三
十
周
年
で
は
女

性
部
会
幹
事
長
と
言
う
立
場
で
し
た
。
そ

し
て
、
本
日
の
四
十
周
年
で
は
部
会
長
と

し
て
、
今
、
式
典
の
場
で
挨
拶
を
さ
せ
て

頂
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
四
十
周
年

の
年
に「
法
人
会
全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

青年部会
女性部会

40周年記念式典
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が
山
梨
県
で
開
催
さ
れ
、
わ
た
し
た
ち
大

月
法
人
会
女
性
部
会
は
前
年
鹿
児
島
大
会

で
の
事
前
Ｐ
Ｒ
部
門
と
山
梨
大
会
の
懇
親

会
部
門
を
担
当
し
、
準
備
委
員
会
、
実
行

委
員
会
を
幾
度
と
重
ね
て
ま
い
り
ま
し

た
。
お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
大
役
を
無
事
に

成
し
遂
げ
大
会
は
成
功
裏
に
終
わ
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
特
に
山
梨
大
会
で
の
オ

ー
プ
ニ
ン
グ
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
は
我
が

コ
ー
ラ
ス
部
が
全
国
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た

し
、
大
会
に
花
を
添
え
る
こ
と
が
出
来
た

ま
し
た
事
は
私
個
人
に
と
っ
て
も
大
変
感

慨
深
い
も
の
が
あ
り
、
何
よ
り
の
生
涯
の

思
い
出
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
歴
史

の
上
に
立
っ
て
、
女
性
部
会
の
様
々
な
事

業
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
が
、
特
に
公
益

事
業
と
な
る
小
学
生
租
税
教
室
並
び
に
税

金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
は
今
年
で
二
十
回
を

数
え
、
次
代
を
担
う
小
学
生
に
税
の
大
切

さ
、
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を

提
供
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
今
後
も

税
に
関
す
る
啓
発
活
動
を
始
め
、
地
域
社

会
貢
献
活
動
並
び
に
会
員
相
互
の
交
流
を

深
め
る
事
業
を
実
施
し
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

今
、
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
が
政
府

の
経
済
政
策
の
重
要
テ
ー
マ
の
一
つ
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
大
月
法
人
会
女

性
部
会
は
率
先
し
て
女
性
が
輝
く
社
会
の

実
現
に
向
け
た
法
人
会
活
動
に
取
り
組
ん

で
参
り
ま
す
。
部
会
員
並
び
に
関
係
各
位

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
ご
指
導

と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
切
に
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
本
日
ご
臨
席
の
皆
様
方
の
ご
健

勝
並
び
に
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
祈
念
し
ま

し
て
、
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
本
日

は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

功
労
役
員
表
彰
　
受
彰
者
代
表
謝
辞

来
賓
祝
辞
　
武
藤
雅
彦
大
月
税
務
署
長

功
労
役
員
表
彰
　
受
彰
者

功
労
役
員
表
彰
　
受
彰
者

功
労
役
員
表
彰
　
代
表
受
彰
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来
賓
祝
辞
　

（
一
社
）山
梨
県
法
人
会
連
合
会
　
芦
澤
敏
久
会
長

来
賓
祝
辞
　

（
一
社
）山
梨
県
法
人
会
連
合
会
青
年
部
会
連
絡
協
議
会

相
原
紀
幸
会
長

記
念
講
演
会
　

日
本
の
構
造
研
究
所
代
表
　
中
田
宏
氏
　

記
念
祝
賀
会
　
福
嶋
孝
顕
氏
　

記
念
祝
賀
会
　
女
性
部
会
コ
ー
ラ
ス
部
　

記
念
祝
賀
会
　
乾
杯田

中
薫
大
月
税
務
署
統
括
官

来
賓
祝
辞
　

（
一
社
）山
梨
県
法
人
会
連
合
会
女
性
部
会
連
絡
協
議
会

神
宮
司
昭
子
会
長
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第
三
十
四
回

「
高
校
生
の
税
に
関
す
る
標
語
」

募
集
事
業
の
報
告

当
該
事
業
は
毎
年
十
一
月
の
税
を
考
え

る
週
間
に
合
わ
せ
て
実
施
。
平
成
三
十
年

年
度
は
忍
野
山
中
湖
支
部
、
河
口
湖
支
部

が
担
当
と
な
り
、
県
立
富
士
河
口
湖
高
校

及
び
県
立
富
士
北
稜
高
校
の
二
校
が
募
集

対
象
校
と
な
り
ま
し
た
。

先
ず
七
月
二
十
四
日
に
、
大
月
税
務
署

か
ら
田
中
統
括
官
、
荒
木
調
査
官
に
同
行

頂
き
、
両
校
を
訪
問
し
事
業
実
施
協
力
を

依
頼
。
さ
ら
に
八
月
二
日
に
は
、
武
藤
大

月
税
務
署
長
に
も
ご
同
行
頂
き
、
富
士
河

口
湖
町
役
場
を
訪
問
し
、
渡
辺
町
長
に
事

青
年
部
会
活
動
報
告

青
年
部
会
記
念
撮
影

女
性
部
会
記
念
撮
影
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業
説
明
と
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。

九
月
十
四
日
、
両
校
よ
り
千
二
百
五
十

点
の
応
募
作
品
が
出
揃
い
、
十
月
二
日
に

担
当
支
部
役
員
に
よ
る
一
次
選
考
会
を
開

催
し
百
三
十
作
品
を
粗
選
。

十
月
十
六
日
、
大
月
法
人
会
館
に
於
い

て
最
終
選
考
会
を
開
催
し
、
特
別
賞
五
作

品
、
金
賞
か
ら
入
賞
ま
で
の
二
十
六
作
品

合
計
三
十
一
作
品
を
選
考
決
定
。

十
一
月
十
六
日
、
富
士
河
口
湖
町
中
央

公
民
館
に
於
い
て
、
武
藤
税
務
署
長
、
渡

辺
富
士
河
口
湖
町
長
、
池
谷
東
京
地
方
税

理
士
会
大
月
支
部
長
に
ご
臨
席
を
賜
り
、

厳
粛
な
雰
囲
気
の
中
表
彰
式
を
執
り
行
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
関
係
の
皆
様
、

そ
し
て
素
晴
ら
し
い
標
語
の
数
々
を
考
え

て
応
募
し
て
下
さ
っ
た
高
校
生
た
ち
に
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
、
報
告
と
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

青
年
部
会
河
口
湖
支
部
長
　
渡
邉
　
良
孝

青
年
部
会
忍
野
山
中
湖
支
部
長三

浦
　
　
信

少
年
野
球
大
会
・
税
金
○
×
ク
イ
ズ

十
二
月
二
日
㈰
　
忍
野
小
学
校

県
連
少
年
サ
ッ
カ
ー
税
金
教
室

九
月
一
日
㈯
　
中
銀
ス
タ
ジ
ア
ム

全
国
青
年
の
集
い（
岐
阜
大
会
）

十
一
月
九
日
㈮
　
長
良
川
国
際
会
議
場
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年
末
特
別
研
修
会
・
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

十
二
月
十
二
日
㈬
　
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル

第34回　高校生の「税に関する標語」入賞作品
大
月
税
務
署
長
賞

早
く
か
ら
　
学
ん
で
い
こ
う
　
税
の
こ
と

富
士
河
口
湖
高
校

三
年
四
組
野
村
　
矩
樂

富
士
河
口
湖
町
町
長
賞

助
け
合
う
　
社
会
に
い
か
す
　
消
費
税

富
士
北
稜
高
校

二
年
二
組
高
根
　
立
翔

東
京
地
方
税
理
士
会
大
月
支
部
長
賞

消
費
税
　
私
に
も
で
き
る
　
社
会
貢
献

富
士
河
口
湖
高
校

三
年
四
組
白
根
　
伊
織

大
月
法
人
会
長
賞

ワ
ン
タ
ッ
チ
　
お
家
で
納
税
　
便
利
だ
な

富
士
河
口
湖
高
校

二
年
四
組
萱
沼
　
祐
也

青
年
部
会
長
賞

税
金
は
　
平
和
に
暮
ら
す
　
助
け
船

富
士
北
稜
高
校

一
年
三
組
田
中
　
遥
人

金
　
賞

考
え
よ
う
　
税
の
知
識
を
　
広
げ
よ
う

富
士
北
稜
高
校

二
年
七
組
岡
田
　
葉
月

税
金
は
　
豊
か
な
日
々
へ
の
　
道
標

富
士
河
口
湖
高
校

二
年
二
組
増
永
　
悠
香

銀
　
賞

消
費
税
　
持
続
可
能
な
　
社
会
保
障

富
士
北
稜
高
校

一
年
四
組
菅
谷
　
木
実

納
税
で
　
地
域
と
あ
な
た
に
　
豊
か
さ
を

富
士
河
口
湖
高
校

三
年
三
組
大
森
　
天
翔

銅
　
賞

使
い
み
ち
　
ま
ち
が
え
な
い
で
　
国
の
た
め

富
士
北
稜
高
校

一
年
七
組
志
村
　
　
玲

納
税
は
　
見
え
な
い
所
で
　
人
助
け

富
士
河
口
湖
高
校

二
年
一
組
宮
下
　
拳
都

佳
　
作

税
金
は
　
人
を
助
け
て
　
国
支
え

富
士
北
稜
高
校

二
年
五
組
遠
山
来
瑠
実

納
税
で
　
造
ろ
う
あ
な
た
と
　
み
ん
な
の
笑
顔

富
士
北
稜
高
校

三
年
三
組
穂
坂
　
颯
太

税
金
は
　
未
来
を
拓
く
　
糧
と
な
る

富
士
北
稜
高
校

三
年
四
組
山
本
　
太
郎

税
金
は
　
今
後
に
つ
な
ぐ
　
未
来
橋

富
士
北
稜
高
校

二
年
一
組
大
森
　
柚
衣

税
金
は
　
よ
り
よ
い
暮
ら
し
の
　
第
一
歩

富
士
河
口
湖
高
校

一
年
一
組
長
田
　
萌
那

納
税
は
　
未
来
を
つ
く
る
　
貯
金
箱

富
士
河
口
湖
高
校

一
年
一
組
宮
下
千
穂
里

納
税
で
　
み
ん
な
が
笑
顔
な
　
町
づ
く
り

富
士
河
口
湖
高
校

一
年
二
組
前
橋
　
紗
也

夢
い
っ
ぱ
い
　
輝
く
未
来
　
税
金
で

富
士
河
口
湖
高
校

二
年
一
組
渡
邉
ひ
な
の

消
費
税
　
暮
ら
し
を
支
え
る
　
第
一
歩

富
士
河
口
湖
高
校

三
年
二
組
小
宮
山
友
唯

税
金
が
　
豊
か
な
未
来
に
　
つ
な
ぐ
橋

富
士
河
口
湖
高
校

三
年
三
組
田
中
玖
瑠
美

入
　
選

税
税
金
を
　
納
め
る
こ
と
で
　
い
い
暮
ら
し

富
士
河
口
湖
高
校

一
年
二
組
澤
村
　
　
花

納
納
税
で
　
被
災
地
助
け
る
　
支
え
合
い

富
士
河
口
湖
高
校

一
年
五
組
武
藤
さ
く
ら

税
金
で
　
未
来
の
暮
ら
し
　
幸
せ
に

富
士
河
口
湖
高
校

二
年
一
組
大
森
　
萌
花

納
め
よ
う
　
自
分
の
そ
の
意
志
　
忘
れ
ず
に

富
士
北
稜
高
校

一
年
一
組
勝
俣
　
亜
美

税
金
で
　
皆
の
暮
ら
し
　
支
え
て
る

富
士
北
稜
高
校

二
年
一
組
三
浦
　
怜
央

税
金
は
　
ぼ
く
ら
の
町
を
　
守
っ
て
る

富
士
北
稜
高
校

二
年
二
組
高
村
　
　
歩

納
税
を
　
き
ち
ん
と
す
る
こ
と
　
そ
れ
が
義
務

富
士
北
稜
高
校

三
年
一
組
渡
辺
　
真
椰

国
の
た
め
　
自
分
の
た
め
に
も
　
納
税
を

富
士
北
稜
高
校

三
年
三
組
三
浦
　
　
陽

納
め
よ
う
　
こ
の
手
で
創
る
　
国
の
未
来

富
士
北
稜
高
校

三
年
三
組
石
田
早
千
翔

つ
く
り
た
い
　
自
ら
の
手
で
　
市
の
未
来

富
士
北
稜
高
校

三
年
四
組
佐
々
木
萌
波
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平
成
三
十
年
度
小
学
生
に
よ
る

「
税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」

「
税
金
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」

毎
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
行
わ
れ
る

「
税
を
考
え
る
週
間
」
に
さ
き
が
け
、
富

士
吉
田
支
部
担
当
区
域
内
に
あ
る
富
士
吉

田
市
立
吉
田
小
学
校
に
お
願
い
を
し
、
六

年
生
児
童
よ
り
九
十
七
点
の
応
募
を
頂
き

ま
し
た
。

十
一
月
五
日
、吉
田
小
学
校
に
於
い
て
、

大
月
税
務
署
か
ら
武
藤
税
務
署
長
、
田
中

統
括
官
、
荒
木
調
査
官
に
同
席
頂
き
、
志

村
部
会
長
、
小
笠
原
専
務
、
富
士
吉
田
支

部
役
員
と
六
年
生
全
員
が
見
守
る
中
、
表

彰
式
を
執
り
行
い
、
最
終
選
考
さ
れ
た
二

十
九
点
の
優
秀
作
品
者
の
児
童
を
表
彰
し

ま
し
た
。

ま
た
県
連
主
催
の
税
金
絵
は
が
き
コ
ン

ク
ー
ル
で
は
、
西
桂
小
学
校
、
禾
生
第
一

小
学
校
に
協
力
頂
き
、
八
十
三
点
中
十
二

点
が
優
秀
作
品
に
選
考
さ
れ
ま
し
た
。

税
金
教
室
に
始
ま
っ
た
一
連
の
事
業
を

実
施
す
る
中
で
、
児
童
に
税
金
が
何
に
使

わ
れ
て
い
る
か
等
を
知
っ
て
も
ら
う
事
が

で
き
た
事
と
思
い
ま
す
。
小
学
校
、
税
務

署
、
富
士
吉
田
市
等
関
係
各
位
の
ご
協
力

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

女
性
部
会
富
士
吉
田
支
部
長
　

浅
沼
　
歌
子

女
性
部
会
活
動
報
告

大
月
税
務
署
長
賞

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

長
　
田
　
夏
　
穂

富
士
吉
田
市
長
賞

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

白
　
須
　
　
　
陽

税
理
士
会
支
部
長
賞

吉
田
小
学
校

六
年
二
組

宮
　
下
　
心
　
愛

法

人

会

長

賞

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

小
　
林
　
心
　
詠

女

性

部

会

長

賞

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

小
　
林
　
優
　
菜

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

佐
　
藤
　
俊
　
介

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

長
　
井
　
海
　
穏

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

宮
　
下
　
七
　
緒

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

渡
　
邉
　
小
　
町

佳
　
　
　
　
　
　
作

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

天
　
野
　
栄
　
仁

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

池
　
谷
　
夏
　
音

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

岡
　
崎
　
颯
　
希

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

小
　
俣
　
南
　
遥

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

土
　
屋
　
敬
　
志

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

鶴
　
田
　
晴
　
大

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

遠
　
山
　
亜
　
子

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

遠
　
山
　
悠
　
二

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

外
　
川
　
み
　
ゆ

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

中
　
村
　
奏
　
太

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

日
　
髙
　
希
　
海

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

安
　
井
　
栞
　
那

〃

吉
田
小
学
校

六
年
一
組

渡
　
邉
　
李
　
空

〃

吉
田
小
学
校

六
年
二
組

小
　
林
　
希
　
羽

〃

吉
田
小
学
校

六
年
二
組

高
　
村
　
幸
　
愛

〃

吉
田
小
学
校

六
年
二
組

宮
　
下
　
　
　
凛

〃

吉
田
小
学
校

六
年
三
組

梶
　
原
　
心
　
楽

〃

吉
田
小
学
校

六
年
三
組

坂
　
本
　
希
　
実

〃

吉
田
小
学
校

六
年
三
組

堀
　
内
　
恋
　
伽

〃

吉
田
小
学
校

六
年
三
組

三
　
浦
　
愛
　
斗

平
成
三
十
年
度
大
月
法
人
会
女
性
部
会
主
催

第
二
十
回
小
学
生
に
よ
る
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
入
賞
者
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小
学
生
の
税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

入
賞
作
品

大月税務署長賞 長田　夏穂

富士吉田市長賞 白須　　陽

東京地方税理士会大月支部長賞 宮下　心愛

大月法人会長賞 小林　心詠

女性部会長賞 渡邉　小町

女性部会長賞 佐藤　俊介

女性部会長賞 長井　海穏女性部会長賞 宮下　七緒女性部会長賞 小林　優菜



県
連
税
金
絵
は
が
き

コ
ン
ク
ー
ル
選
考
会

十
月
二
十
九
日
㈪
　
甲
府
法
人
会
館

福
祉
施
設
慰
問
活
動

十
一
月
五
日
㈪
　
あ
い
ら
ー
く
鶴
川
宿

青
年
部
会
・
女
性
部
会
創
立

四
十
周
年
実
行
委
員
会

八
月
二
十
七
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

九
月
十
二
日
㈬

大
月
法
人
会
館

(14)

年
末
調
整
説
明
会
（
上
野
原
支
部
）

十
一
月
七
日
㈬
　
上
野
原
市
文
化
ホ
ー
ル

大月税務署長賞
山梨県法人会連合会優秀賞

禾生第一小学校　井上　星那

山
梨
県
法
人
会
連
合
会
佳
作

禾
生
第
一
小
学
校
　
清
水
　
大
夢

山
梨
県
法
人
会
連
合
会
佳
作

禾
生
第
一
小
学
校
　
奥
秋
　
優
菜

山梨県法人会連合会佳作
西桂小学校　荒井　心菜

山
梨
県
法
人
会
連
合
会
佳
作

西
桂
小
学
校
　
渡
辺
　
理
奈

県連税金
絵はがきコンクール
受賞作品
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県
連
税
金
絵
は
が
き

コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式

十
二
月
四
日
㈫
　
西
桂
小
学
校

県
連
税
金
絵
は
が
き

コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式

十
二
月
七
日
㈮
　
禾
生
第
一
小
学
校

年
末
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
収
益
金
寄
付

十
二
月
二
十
日
㈭
　
上
野
原
市
社
会
福
祉
協
議
会

富
士
吉
田
・
河
口
湖
支
部

日
帰
り
税
務
研
修
会

十
一
月
十
四
日
日
㈬
　
東
京
方
面



広
報
誌
封
入
作
業

九
月
三
日
㈪

大
月
法
人
会
館

総
務
委
員
会

九
月
十
三
日
㈭

大
月
法
人
会
館

Ａ
Ｉ
Ｇ
推
進
会
議

十
月
二
十
三
日
㈫
　
ホ
テ
ル
談
露
館

関
係
民
間
団
体
長
会

十
月
二
十
六
日
㈮
　
大
月
税
務
署

組
織
・
厚
生
委
員
会

九
月
二
十
五
日
㈫
　
ホ
テ
ル
鐘
山
苑

広
報
委
員
会

十
一
月
十
二
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

税
制
・
研
修
委
員
会

九
月
二
十
六
日
㈬

大
月
法
人
会
館

税
制
改
正
提
言
書
提
出

十
一
月
二
十
二
日
㈭

都
留
市
役
所

(16)



税
制
改
正
提
言
書
提
出

十
一
月
二
十
六
日
㈪

富
士
吉
田
市
役
所
　

決
算
法
人
説
明
会

九
月
十
八
日
㈫
　
四
十
一
名
　
大
月
税
務
署

十
一
月
十
九
日
㈪
　
二
十
四
名
　
大
月
税
務
署

税
制
改
正
提
言
書
提
出

十
一
月
二
十
九
日
㈭

大
月
市
役
所
　

新
設
法
人
説
明
会

九
月
十
四
日
㈮
　
六
名
　
大
月
法
人
会
館

十
二
月
十
三
日
㈭
　
四
名
　
大
月
法
人
会
館

少
年
野
球
教
室

十
二
月
一
日
㈯
　
山
中
湖
小
学
校

講
師
　
元
横
浜
ベ
イ
ス
タ
ー
ズ
　
野
村
弘
樹
氏

つ
る
産
業
ま
つ
り

十
月
二
十
八
日
㈰

谷
村
第
一
小
学
校

第
三
十
三
回

中
学
生
に
よ
る
弁
論
大
会

十
一
月
十
三
日
㈫

明
見
中
学
校

(17)
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県
連
厚
生
委
員
会

八
月
二
十
八
日
㈫

ホ
テ
ル
談
露
館

東
京
国
税
局
と
の
意
見
交
換
会

十
月
二
十
二
日
㈪
　
常
盤
ホ
テ
ル

新
入
会
員
紹
介

○
日
本
ス
テ
ン
レ
ス
工
業
株
式
会
社

甲
府
市
下
曽
根
町
五
七
一

代
表
取
締
役
　
石
岡
　
博
実

○
株
式
会
社
ラ
ク
ッ
ト

上
野
原
市
上
野
原
三
五
八
四

代
表
取
締
役
　
山
本
　
一
雄

○
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
・
シ
ー
・
テ
ィ
ー

大
月
市
梁
川
町
塩
瀬
二
〇
三
一
―
六

代
表
取
締
役
　
市
川
　
忠
義

平成31年新春講演会
賀詞交歓会のご案内

日　　　時：平成31年1月16日（水）午後３時受付開始
場　　　所：ハイランドリゾートホテル＆スパ
講　演　会：午後３時30分〜

講　師：大月税務署長　武藤 雅彦氏　　
演　題：「税務行政の現状について」

賀詞交歓会：午後5時15分〜
会　　　費：5,000円



昨
年
の
県
内
経
済
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

好
調
な
機
械
工
業
に
け
ん
引
さ
れ
、
生
産

活
動
が
増
勢
を
維
持
し
た
ほ
か
、
設
備
投

資
や
個
人
消
費
も
持
ち
直
し
の
動
き
が
続

く
な
ど
、
全
体
と
し
て
緩
や
か
な
回
復
の

動
き
が
続
き
ま
し
た
。

項
目
別
に
み
ま
す
と
、
生
産
は
、
世
界

的
な
設
備
投
資
需
要
の
拡
大
が
半
導
体
製

造
装
置
や
工
作
機
械
関
連
産
業
が
集
積
す

る
本
県
機
械
工
業
の
追
い
風
と
な
り
、
各

企
業
と
も
総
じ
て
高
操
業
が
続
き
、
鉱
工

業
生
産
指
数
も
全
国
平
均
を
大
き
く
上
回

り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
秋
口
以
降
は
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
向
け
の
メ
モ
リ
ー
需
要
減

退
や
米
中
の
貿
易
摩
擦
の
影
響
を
受
け
、

半
導
体
製
造
装
置
に
減
速
感
が
台
頭
し
ま

し
た
。
一
方
、
宝
飾
、
ワ
イ
ン
、
ニ
ッ
ト
、

織
物
な
ど
の
地
場
産
業
は
、
取
扱
品
目
や

販
売
チ
ャ
ネ
ル
等
に
よ
る
ば
ら
つ
き
は
あ

る
も
の
の
、
節
約
志
向
や
輸
入
品
と
の
競

合
な
ど
か
ら
、
全
体
と
し
て
厳
し
い
局
面

が
続
き
ま
し
た
。

ま
た
、
観
光
関
連
で
は
、
国
内
観
光
客

が
減
少
傾
向
で
推
移
し
た
も
の
の
、
外
国

人
観
光
客
の
入
込
み
は
過
去
最
高
水
準
と

な
り
、
特
に
富
士
山
周
辺
で
賑
わ
い
が
み

ら
れ
ま
し
た
。
本
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
中
国
や
台
湾
な
ど
中
華
圏
か
ら
の
観

光
客
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、
昨

年
は
ベ
ト
ナ
ム
や
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
東
南

ア
ジ
ア
か
ら
の
観
光
客
が
大
幅
に
増
加
し

ま
し
た
。

今
年
の
景
気
を
展
望
し
ま
す
と
、
国
内

景
気
は
、
生
産
が
堅
調
を
維
持
し
、
需
要

面
で
も
、
個
人
消
費
で
持
ち
直
し
の
動
き

が
続
く
ほ
か
、
設
備
投
資
も
、
安
定
し
た

企
業
収
益
を
背
景
に
底
堅
い
推
移
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
総
じ
て
み
れ
ば
、
緩

や
か
な
が
ら
も
回
復
傾
向
が
継
続
す
る
も

の
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
米
中
貿

易
摩
擦
や
、
そ
の
世
界
経
済
へ
の
影
響
、

欧
州
に
お
け
る
政
治
・
経
済
の
不
透
明
感

の
広
が
り
、
10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消

費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響
な
ど
が
攪
乱
要

因
と
し
て
景
気
を
下
押
し
す
る
可
能
性
に

つ
い
て
注
意
が
必
要
で
す
。

県
内
景
気
は
、
生
産
面
に
お
い
て
機
械

工
業
が
け
ん
引
役
と
な
り
、
企
業
収
益
や

雇
用
・
所
得
環
境
の
改
善
を
通
じ
て
、
設

備
投
資
や
個
人
消
費
に
波
及
し
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
が
、
一
部
の
産
業
で

先
行
き
不
透
明
感
が
台
頭
す
る
な
か
、
回

復
の
ペ
ー
ス
は
緩
慢
な
も
の
に
と
ど
ま
る

も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

項
目
別
に
み
ま
す
と
、
個
人
消
費
は
、

雇
用
・
所
得
環
境
の
改
善
を
背
景
に
、
持

ち
直
し
の
動
き
が
続
く
と
み
ら
れ
ま
す
。

設
備
投
資
も
、
機
械
工
業
で
生
産
能
力
増

強
投
資
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

人
手
不
足
対
策
と
し
て
合
理
化
・
省
力
化

投
資
に
も
根
強
い
需
要
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
か
ら
底
堅
く
推
移
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
な
お
、「
県
内
企
業
経
営
動
向
調

査
」（
山
梨
中
央
銀
行
）
の
平
成
30
年
度
下

期
（
平
成
30
年
10
月
〜
平
成
31
年
３
月
）

の
設
備
投
資
計
画
に
お
い
て
は
、
実
施
予

定
率
が
前
期
を
や
や
下
回
る
一
方
、
投
資

額
で
は
前
向
き
な
姿
勢
が
窺
わ
れ
ま
す
。

生
産
は
、
全
体
と
し
て
堅
調
を
維
持
す

る
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
半
導
体
製
造

装
置
な
ど
一
部
で
先
行
き
不
透
明
感
が
台

頭
す
る
な
か
、
前
年
に
比
べ
る
と
増
勢
が

鈍
化
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、

地
場
産
業
は
国
内
需
要
が
伸
び
悩
む
な
か
、

機
械
工
業
と
比
べ
る
と
厳
し
い
状
況
が
続

く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
販
売
チ
ャ
ネ
ル
の

拡
大
、海
外
へ
の
販
路
拡
大
な
ど
様
々
な
ビ

ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
も
生
ま
れ
て
い
る
な
か

で
、
国
内
需
要
の
減
退
を
カ
バ
ー
す
る
た

め
の
取
組
み
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
て
、
陰
陽
五
行
に
よ
る
と
、
平
成
31

年
は
「
己
亥
（
つ
ち
の
と
・
い
）」
に
あ

た
り
ま
す
。「
己
」
は
草
木
が
繁
茂
し
形

が
整
然
と
し
た
状
態
を
、「
亥
」
は
草
木

が
枯
れ
果
て
生
命
力
が
種
子
の
中
に
閉
ざ

さ
れ
た
状
態
を
意
味
し
ま
す
。こ
の
た
め
、

「
己
亥
」
は
、「
現
在
の
状
況
を
維
持
し
な

が
ら
も
、
よ
り
成
長
す
る
た
め
の
準
備
を

行
う
年
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。
最
近
は
、
目
ま
ぐ
る
し
い
ス
ピ
ー
ド

で
社
会
環
境
が
変
化
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
時
代
を
勝
ち
抜
い
て
い
く
た
め
に

は
、
猪
の
よ
う
な
力
強
さ
で
突
き
進
む
攻

め
の
姿
勢
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
変
化

の
激
し
い
時
代
、
や
み
く
も
に
前
進
す
れ

ば
よ
い
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時

代
の
先
を
読
む
目
を
兼
ね
備
え
、
常
に
一

歩
先
の
準
備
を
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

平
成
三
十
一
年
の
県
内
経
済
の
展
望

山
梨
中
銀
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
　
経
済
調
査
部
長
　
岡
　
本
　
新
　
一
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大月税務署からのお知らせ
【問合せ先】〒401‐8502 大月市御太刀２－８－10　℡  0554（22）-3151（代表）

※お電話は、自動音声によりご案内しており、担当者がご用件にお答えします。

申告書作成会場 の開設期間

税理士による 無料申告相談 ～申告書を作成できます～

○上記期間以外は、税務署の申告書作成会場は開設してい
ませんのでご了承ください。

○会場開設日及び申告書提出期限間際は、大変な混雑が予
想されますのでご了承ください。

○当署の駐車スペースには限りがございますので、極力お
車での来署はご遠慮ください（駐車の際、お待ちいただ
く場合があります。）。

○税務署内には、コピー機及び公衆電話はありませんので
ご了承ください。

○会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切るこ
とがありますので、なるべくお早めにお越しください。

○会場が混雑している場合は、受付を早めに締め切ることがありますのでご了承ください。
○小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復

興特別所得税の申告書（土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。）を作成して提出でき
ます。申告書等の提出のみの場合は、直接税務署にお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。

○ご来場の際は、前年の申告書等の控えや源泉徴収票など申告に必要な書類、筆記具、計算器具、印鑑及
びマイナンバーに係る本人確認書類（①マイナンバーカード又は②通知カードなどの番号確認書類及び
身元確認書類）の写し等をご持参ください。

開設期間 会　　場 所　在　地

2月18日㈪
～3月15日㈮

※土、日を除きます。
大月税務署３階

大月市御太刀２－８－10
大月地方合同庁舎

時　　間

【案内図】

【受付】
午前８時30分から午後４時

(提出は午後５時まで)
【相談】

午前９時から午後５時まで

期　　間 会　　場 所　在　地
２月４日㈪

２月５日㈫
２月６日㈬

２月７日㈭
２月８日㈮

富士河口湖町役場コンベンションホール

富士吉田市民会館３階会議室

上野原市もみじホール２階会議室

富士河口湖町船津1700

富士吉田市緑ケ丘2-5-23

上野原市上野原3832

時　　間

午前10時～   正  午

午後１時～午後３時

申告書作成会場の開設期間以前に、次の日程で「税理士による無料申告相談」を実施しますのでご利用ください。
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平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに

“医療費控除の明細書”の添付が必要となりました。
※１ 医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。

（税務署から求められたときには、提示又は提出しなければなりません。）
※２ 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略

できます。
（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など
です。）

（注）平成29～31年分までの確定申告については､医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

大月税務署からのお知らせ
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ｅ−Ｔａｘ推進協議会からのお知らせ



建設資材・住宅機器・機械工具
代表取締役社長
内　藤　隆　光

〒401-0021
山梨県大月市初狩町下初狩911-4
T E L 0554-25-6341
FAX（兼）0554-25-6934
夜間TEL 0554-25-6776
E-mail：naito-k@vesta.ocn.ne.jp
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に
引
き
上
げ
て
「
中
福
祉
・
中
負
担
」
へ
構
造
転

換
す
る
し
か
方
法
は
あ
る
ま
い
。
そ
う
し
た
議
論

は
今
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
構
造
転
換
は
目
に
見
え
る
進
展
を
示
し
て

こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。
ま
ず
挙
げ

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
解
決
を
先
送
り
し
て

き
た
政
治
の
責
任
だ
が
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に
も

危
機
感
が
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
と
財
政
健
全
化
の

両
立
を
目
指
し
た「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」

に
は
構
造
転
換
を
図
る
明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
後
述
す
る
よ
う
に
、

い
ま
や
改
革
理
念
は
色
褪
せ
、
政
策
の
中
身
も
明

ら
か
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
原
因
が
指
摘

し
た
よ
う
な
財
政
規
律
の
毀
損
に
あ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
現
在
の
危
険
水
域
か
ら
脱
出
す

る
に
は
、
国
を
挙
げ
て
税
財
政
改
革
に
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。残
さ
れ
た
時
間
は
少
な
い
。

１
、
財
政
健
全
化
に
向
け
て

消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
は
昨
年
、
納
得

で
き
る
理
由
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
２
０
１
９
年
10

月
へ
大
幅
に
再
延
期
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
２

０
２
０
年
度
の
Ｐ
Ｂ
黒
字
化
目
標
達
成
は
不
可
能

と
な
り
、
本
年
６
月
の
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革

の
基
本
方
針
」（
骨
太
の
方
針
２
０
１
８
）
で
は
、

そ
の
達
成
時
期
を
２
０
２
５
年
度
へ
大
幅
延
期
し

た
。
２
０
２
２
年
か
ら
団
塊
の
世
代
が
75
歳
の
後

期
高
齢
者
に
入
り
始
め
る
こ
と
な
ど
を
考
え
れ

ば
、
そ
れ
ま
で
に
黒
字
化
を
達
成
し
て
お
く
こ
と

が
極
め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

「
骨
太
の
方
針
２
０
１
８
」
は
ま
た
、
２
０
２

１
年
度
を
中
間
年
度
と
し
て
①
Ｐ
Ｂ
赤
字
の
対
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
を
１
・
５
％
程
度
②
債
務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
を
１
８
０
％
台
前
半
③
財
政
収
支
赤
字
を
対
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
３
％
以
下
—
と
す
る
中
間
目
標
を
設
定
し

た
。
し
か
し
、
債
務
残
高
と
財
政
収
支
の
目
標
値

に
つ
い
て
は
、
本
年
１
月
と
７
月
の
内
閣
府
試
算

で
示
さ
れ
て
い
る
高
い
名
目
成
長
率
や
超
低
金
利

を
前
提
と
す
れ
ば
達
成
で
き
る
水
準
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
両
指
標
は
金
利
が
正
常
化
す
れ
ば
、

逆
に
悪
化
し
て
い
く
点
を
決
し
て
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。
ま
た
、
２
０
１
８
年
度
を
中
間
年
度
と

し
た
以
前
の
財
政
健
全
化
計
画
で
は
政
策
経
費
の

増
加
額
を
抑
制
す
る
数
値
を
示
し
た
の
に
対
し
、

今
回
は
見
送
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
財
政
規
律
の
毀
損
は
い
た
る
と
こ
ろ

で
み
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
消
費
税
収
の
使
途
拡

大
は
極
め
て
問
題
で
あ
る
。「
社
会
保
障
と
税
の

一
体
改
革
」
で
は
年
金
、
医
療
、
介
護
、
子
育
て

の
社
会
保
障
４
経
費
を
対
象
と
し
て
き
た
が
、
新

た
に
教
育
無
償
化
が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
は
一
体
改

革
の
理
念
を
根
底
か
ら
覆
す
こ
と
に
な
り
、
財
政

健
全
化
を
阻
害
す
る
だ
け
で
な
く
将
来
の
税
率
引

き
上
げ
の
議
論
に
も
影
響
を
与
え
よ
う
。

⑴
２
０
１
９
年
10
月
の
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き

上
げ
は
、
財
政
健
全
化
と
社
会
保
障
の
安
定
財

源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。税
率
引
き
上

げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す
る
等
の
経
済
環
境

整
備
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政

策
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
政
府
は
、
２
０
１
６
年
度
か
ら
18
年
度
の
３
年

間
を
集
中
改
革
期
間
と
位
置
づ
け
、
政
策
経
費

の
増
加
額
を
１
・
６
兆
円
（
社
会
保
障
費
１
・

５
兆
円
、
そ
の
他
０
・
１
兆
円
）
程
度
に
抑
制

す
る
目
安
を
示
し
、
達
成
し
た
。
２
０
１
９
年

度
か
ら
21
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に
つ
い
て

も
、
社
会
保
障
費
の
増
加
額
を
抑
制
す
る
目
安

を
示
し
、
改
革
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

⑶
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
歳
出
、

歳
入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
歳
入
で
は
安
易
に
税
の
自
然
増

収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
歳
出
に
つ

《
は
じ
め
に
》

我
が
国
経
済
は
引
き
続
き
緩
や
か
に
拡
大
し
て

い
る
が
、
自
律
的
で
力
強
い
好
循
環
に
入
っ
た
と

は
言
い
難
い
。
良
好
な
企
業
業
績
や
人
手
不
足
感

の
強
ま
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
や
個
人
消
費

へ
の
波
及
力
が
十
分
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
安

倍
晋
三
政
権
の
宿
願
で
あ
る
デ
フ
レ
脱
却
に
も
至

っ
て
い
な
い
。

日
銀
が
異
次
元
と
さ
れ
る
大
規
模
金
融
緩
和
を

長
期
に
わ
た
っ
て
実
施
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、２
％
の
物
価
目
標
は
再
三
に
わ
た
り
達
成
時
期

が
延
期
さ
れ
た
う
え
、目
標
時
期
の
明
示
そ
の
も
の

ま
で
取
り
や
め
て
し
ま
っ
た
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
大
規

模
緩
和
の
副
作
用
が
顕
在
化
し
た
こ
と
か
ら
、
こ

の
緩
和
政
策
の
一
部
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

こ
れ
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
中
核
と
な
る
べ
き
成
長

戦
略
が
規
制
改
革
の
後
退
な
ど
で
力
強
さ
を
欠

き
、金
融
政
策
に
依
存
し
す
ぎ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

国
家
的
課
題
で
あ
る
財
政
健
全
化
も
後
退
す
る

一
方
で
あ
る
。
政
府
は
国
・
地
方
の
基
礎
的
財
政

収
支
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
＝
Ｐ
Ｂ
）
の
黒

字
化
目
標
の
達
成
時
期
に
つ
い
て
、
消
費
税
率

10
％
へ
の
引
き
上
げ
を
２
０
１
９
年
10
月
に
再
延

期
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
２
０
２
０
年
度
か

ら
２
０
２
５
年
度
へ
大
幅
に
延
期
し
た
。
さ
ら
に

中
間
年
度
に
向
け
た
歳
出
増
加
額
の
抑
制
目
標
で

は
、
社
会
保
障
費
な
ど
の
数
値
設
定
を
避
け
た
。

ま
た
、
消
費
税
収
の
使
途
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

ま
で
の
年
金
、
医
療
、
介
護
、
子
育
て
と
い
う
社

会
保
障
４
経
費
に
加
え
教
育
無
償
化
に
対
象
を
拡

大
し
た
。
こ
れ
は
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」

の
理
念
を
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、
財

政
規
律
を
大
き
く
毀
損
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ

う
。
改
革
の
後
退
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

国
際
経
済
面
で
は
、
懸
念
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
米

政
権
の
保
護
主
義
的
政
策
が
米
中
通
商
摩
擦
な
ど

に
発
展
し
て
お
り
、
我
が
国
に
と
っ
て
も
看
過
で

き
な
い
リ
ス
ク
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
で
さ
え
力

強
さ
を
欠
く
我
が
国
経
済
が
変
調
を
き
た
す
よ
う

な
こ
と
に
な
れ
ば
、
地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手

で
あ
る
中
小
企
業
へ
の
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。
い

ま
か
ら
税
制
を
含
め
た
周
到
な
活
性
化
策
が
求
め

ら
れ
よ
う
。

《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
、
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方
　

国
と
地
方
の
長
期
債
務
残
高
が
国
内
総
生
産

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
ほ
ぼ
２
倍
の
約
１
、
１
０
０
兆
円

に
達
し
た
我
が
国
財
政
の
悪
化
ぶ
り
は
、
先
進
国

の
中
で
も
突
出
し
て
い
る
。
こ
の
目
を
覆
い
た
く

な
る
よ
う
な
惨
状
の
主
因
が
、
社
会
保
障
を
中
心

と
し
た
「
受
益
」
と
、
税
や
社
会
保
険
料
と
い
っ

た
「
負
担
」
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
つ
ま
り
「
中
福

祉
・
低
負
担
」
と
い
う
税
財
政
構
造
に
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

我
が
国
は
先
進
国
で
最
速
の
ス
ピ
ー
ド
で
少
子

高
齢
化
が
進
み
、
か
つ
人
口
減
少
と
い
う
構
造
問

題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
下
で
現
在
の

よ
う
な
税
財
政
構
造
が
続
く
限
り
、
財
政
は
破
た

ん
に
向
か
う
こ
と
必
至
で
あ
ろ
う
。
そ
の
危
機
を

回
避
す
る
に
は
、
厳
し
い
財
政
規
律
の
下
、「
受

益
」
を
大
胆
に
抑
制
し
「
負
担
」
を
必
要
な
水
準

平
成
三
十
一
年
度
　
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

公
益
財
団
法
人
　
全
国
法
人
会
総
連
合
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積
極
的
に
子
育
て
支
援
に
関
与
で
き
る
よ
う
、

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向

け
て
検
討
す
る
。

な
お
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組

み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑹
企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済

成
長
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の

確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

３
、
行
政
改
革
の
徹
底

延
期
さ
れ
て
い
た
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上

げ
が
来
年
10
月
に
迫
っ
た
。
社
会
保
障
の
安
定
財

源
確
保
と
財
政
健
全
化
の
た
め
に
は
確
実
に
実
施

せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
国
民
に
痛
み
を
求

め
る
こ
と
で
も
あ
る
。「
行
革
の
徹
底
」
が
消
費

税
引
き
上
げ
の
前
提
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
国

民
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
経
緯
を
改
め
て
想
起
す
れ
ば
、
地
方

を
含
め
た
政
府
・
議
会
が「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」

の
精
神
に
基
づ
き
自
ら
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、

政
府
・
議
会
と
も
に
国
民
の
信
頼
を
裏
切
る
よ
う

な
事
態
に
陥
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、「
１
票
の
格
差
」

是
正
と
合
区
対
策
を
理
由
に
、
参
議
院
の
定
数
を

６
増
や
す
見
直
し
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
、
衆
参
両
院
で
は
「
１
票
の
格
差
」
是
正

を
目
的
に
定
数
見
直
し
を
行
っ
て
き
た
が
、
国
民

の
期
待
す
る
改
革
は
も
っ
と
抜
本
的
な
議
員
定
数

の
削
減
で
あ
る
。
今
回
の
定
数
増
が
改
革
に
逆
行

す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
と
て
も
容
認
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。

ま
た
近
年
、
税
金
が
含
ま
れ
て
い
る
政
治
資
金

に
つ
い
て
不
適
切
と
さ
れ
る
支
出
も
目
立
っ
て
お

り
、
政
治
資
金
規
正
法
の
見
直
し
な
ど
を
行
い
、

使
途
の
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

国
民
の
政
治
と
行
政
に
対
す
る
不
信
感
は
極
度

に
高
ま
っ
て
い
る
。
も
は
や
、
改
革
の
先
送
り
は

許
さ
れ
な
い
。
以
下
の
諸
施
策
に
つ
い
て
、
直
ち

に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て
改
革
を
断

行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、

歳
費
の
抑
制
。
　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務

員
の
人
員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体

系
に
よ
る
人
件
費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な

げ
る
。

４
、
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
と
同
時
に
軽
減

税
率
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大
き
い
う
え
、
税
制

の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び
税
収
確
保

な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
く
、
税
率
10
％
程
度

ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
こ
と
を
改
め
て
表

明
し
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ
い
て
は
、
単

一
税
率
で
あ
れ
ば
現
行
の「
請
求
書
等
保
存
方
式
」

で
十
分
対
応
で
き
る
も
の
と
考
え
る
の
で
、
導
入

の
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
低
所
得
者
対
策
は
現
行

の
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見
直
し
で
対
応
す
る

の
が
適
当
で
あ
る
。

税
率
引
き
上
げ
に
向
け
て
は
、
消
費
税
制
度
の

信
頼
性
と
有
効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
以
下

の
対
応
措
置
が
重
要
で
あ
る
。

⑴
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
「
消
費
税
転
嫁
対
策
特

別
措
置
法
」
の
効
果
等
を
検
証
し
、
中
小
企
業

が
適
正
に
価
格
転
嫁
で
き
る
よ
う
、
さ
ら
に
実

効
性
の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
駆
け
込

み
需
要
と
反
動
減
に
よ
る
景
気
変
動
を
抑
制
す

い
て
は
、
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的

な
削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着
実
に

改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑷
消
費
税
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た

と
お
り
、
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が

望
ま
し
い
が
、
政
府
は
税
率
10
％
引
き
上
げ
時

に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す
る
予
定
と
し
て
い

る
。
仮
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ
い
て
安
定
的

な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

⑸
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の

急
上
昇
な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を

与
え
、成
長
を
阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

政
府
・
日
銀
に
は
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た

細
心
の
政
策
運
営
を
求
め
た
い
。

２
、
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

政
府
が
公
表
し
た
社
会
保
障
給
付
費
の
長
期
見

通
し
に
よ
る
と
、「
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
」
が
年
金
受

給
年
齢
に
達
す
る
な
ど
高
齢
者
人
口
が
ピ
ー
ク
を

迎
え
る
２
０
４
０
年
に
は
、
今
年
度
を
70
兆
円
近

く
上
回
る
１
９
０
兆
円
に
上
る
。
そ
し
て
、
目
の

前
に
は
「
団
塊
の
世
代
」
が
す
べ
て
後
期
高
齢
者

と
な
り
、
医
療
と
介
護
の
給
付
費
急
増
が
見
込
ま

れ
る
「
２
０
２
５
年
問
題
」
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
適
正
な
「
負
担
」
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、「
給
付
」
を
「
重
点
化
・
効
率
化
」
に
よ

っ
て
可
能
な
限
り
抑
制
し
な
い
と
持
続
可
能
な
社

会
保
障
制
度
は
構
築
で
き
ま
い
。
と
り
わ
け
、
急

増
が
見
込
ま
れ
る
医
療
、
介
護
分
野
に
切
り
込
ん

で
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
今
年
度
は
診
療
報
酬
と
介
護
報

酬
の
改
定
年
が
同
時
と
な
っ
て
注
目
さ
れ
た
。

し
か
し
、「
薬
価
」
に
つ
い
て
は
引
き
下
げ
ら

れ
た
う
え
、
２
年
に
一
度
の
改
定
を
毎
年
実
施
す

る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
肝
心
の
医
師
の
人
件

費
に
あ
た
る
「
本
体
」
は
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
診

療
報
酬
が
公
費
と
保
険
料
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
改
革
を
進
め
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

社
会
保
障
の
基
本
的
あ
り
方
で
は
、「
自
助
」

「
公
助
」「
共
助
」
の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直

す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高

齢
者
に
お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
性
を

原
則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
医
療
費
と
介
護
費
の
抑
制
に
つ
な
が
る

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
健
康
寿
命
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
分
析
に
基
づ
く
実
効

性
の
あ
る
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

の
厳
格
対
応
」「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」

「
高
所
得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当

分
の
年
金
給
付
削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を

実
施
す
る
。

⑵
医
療
に
つ
い
て
は
、
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、

大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
給
付

の
急
増
を
抑
制
す
る
た
め
に
診
療
報
酬（
本
体
）

体
系
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
％
以
上
も
早
期
に

達
成
す
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高

め
る
た
め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で

な
い
者
と
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
、
給
付
及
び
負

担
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方

な
ど
を
見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止

な
ど
さ
ら
な
る
厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や

学
童
保
育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に

重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
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海
外
経
済
に
目
を
向
け
る
と
、
環
太
平
洋
経
済

連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
離
脱
や
中
国
な
ど
と
の
通

商
摩
擦
を
惹
起
し
て
い
る
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
の
保

護
主
義
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

点
を
考
慮
す
る
と
、
我
が
国
の
経
済
戦
略
全
体
を

再
構
築
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
地
域
経
済
と
雇
用
を
担
う
中
小
企
業
の

活
性
化
も
不
可
欠
で
あ
り
、
地
方
創
生
戦
略
と
の

連
携
や
事
業
承
継
税
制
の
さ
ら
な
る
環
境
整
備
が

求
め
ら
れ
よ
う
。

１
、
法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

法
人
実
効
税
率
は
平
成
28
年
度
税
制
改
正
で

「
20
％
台
」
が
実
現
し
、
今
年
度
は
29
・
74
％
と

な
っ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
の
税
制
改
革
で

は
大
幅
な
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
米
国

と
比
べ
て
も
ほ
ぼ
同
じ
水
準
と
い
え
る
。

し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率

平
均
は
25
％
、
ア
ジ
ア
10
カ
国
の
平
均
は
22
％
と

な
っ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
我
が
国
の
水
準
は
高

い
。
こ
の
た
め
、
国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点

か
ら
、
今
般
の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果

等
を
見
極
め
つ
つ
、
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野

に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２．

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
や
厳
し
い
環
境
変
化
に
対
応
し
、
そ
の

存
在
感
を
維
持
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
が
求

め
ら
れ
る
。

⑴
中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例

15
％
を
時
限
措
置（
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
）

で
は
な
く
、
本
則
化
す
る
。
な
お
、
直
ち
に
本

則
化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
適
用
期
限

を
延
長
す
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
８
０

０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率

の
適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
１
、
６
０

０
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る
。

⑵
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素

化
の
観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
や

適
用
件
数
の
少
な
い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整

理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業

の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

は
、
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
、
本
則
化

す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
中
小
企
業
投
資
促
進

税
制
の
適
用
期
限
が
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則
化
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
適
用
期
限
を
延
長

す
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対

象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、「
中
古
設
備
」

を
含
め
る
。

な
お
、
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
上
乗

せ
措
置
と
し
て
平
成
29
年
度
に
改
組
さ
れ
た

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
に
つ
い
て
、
事
業

年
度
末
が
迫
っ
た
申
請
の
認
定
に
当
た
っ
て

は
弾
力
的
に
対
処
す
る
こ
と
、
及
び
適
用
期

限
（
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
）
を
延
長
す

る
こ
と
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算

入
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上

限
（
合
計
３
０
０
万
円
）
を
撤
廃
す
る
。

３
、
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、

地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き

く
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の
中
小
企
業
が
相
続
税
の

負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承
継
で
き
な
く
な
れ

ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。

今
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大
き
な
見
直
し

が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な
る
抜
本
的
な
対
応
が
必

要
と
考
え
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格

的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設

る
た
め
の
方
策
と
し
て
、「
消
費
税
還
元
セ
ー

ル
」
等
の
表
示
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
政
府
で

検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
消
費
税
の
適
正
な

転
嫁
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
中
小
企
業
に
対

し
て
本
体
価
格
の
引
き
下
げ
を
要
求
さ
れ
か
ね

な
い
等
、
影
響
も
大
き
い
こ
と
か
ら
慎
重
な
検

討
を
求
め
る
。

⑵
消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴

っ
て
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
る
。
消
費
税
の
制

度
、
執
行
面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ

る
必
要
が
あ
る
。

⑶
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国

は
国
民
や
事
業
者
に
対
し
て
制
度
の
周
知
を
行

い
、
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な

ど
、
事
務
負
担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し

て
特
段
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

５
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
運
用
が
開
始
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
国
民
や
事
業
者
が

正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

政
府
は
引
き
続
き
、
制
度
の
意
義
等
の
周
知
に
努

め
、
そ
の
定
着
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要

が
あ
る
。

制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
信
頼
感

を
得
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

年
金
情
報
流
出
問
題
な
ど
を
踏
ま
え
、
個
人
情
報

の
漏
洩
、
第
三
者
の
悪
用
を
防
ぐ
た
め
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
な
ど
制
度
の
適
切
な
運
用
が
担
保
さ

れ
る
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
コ
ス
ト
意
識
を

徹
底
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
民

の
利
便
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
は
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

や
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
し
た
場
合
の
申
告
納
税
手

続
き
の
簡
素
化
や
各
種
手
当
等
の
申
請
手
続
き
の

簡
略
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

今
後
は
社
会
保
障
と
税
、
災
害
対
策
と
な
っ
て

い
る
利
用
範
囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
か
が
重
要
課

題
と
な
る
が
、
広
範
な
国
民
的
議
論
が
必
要
と
な

ろ
う
。

６
、
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

今
後
の
税
制
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
①
経
済
の

持
続
的
成
長
と
雇
用
の
創
出
②
少
子
高
齢
化
や
人

口
減
少
社
会
の
急
進
展
③
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
と
そ

れ
が
も
た
ら
す
所
得
格
差
な
ど
、
経
済
社
会
の
大

き
な
構
造
変
化
④
国
際
間
の
経
済
取
引
の
増
大
や

多
様
化
、
諸
外
国
の
租
税
政
策
等
と
の
国
際
的
整

合
性
—
な
ど
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
視
点
等

を
踏
ま
え
、
税
制
全
体
を
抜
本
的
に
見
直
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

Ⅱ
、
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

我
が
国
経
済
は
好
調
な
企
業
業
績
な
ど
を
背
景

に
、
緩
や
か
な
拡
大
基
調
を
続
け
て
い
る
。
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
最
大
の
成
果
と
い
わ
れ
る
円
安
・
株
高

傾
向
が
比
較
的
安
定
的
に
推
移
し
て
き
た
か
ら
だ

が
、
そ
の
支
え
と
な
っ
て
き
た
異
次
元
の
大
規
模

金
融
緩
和
政
策
が
修
正
局
面
を
迎
え
て
い
る
。

日
銀
が
２
％
の
イ
ン
フ
レ
目
標
達
成
の
時
期
明

示
を
取
り
や
め
る
一
方
で
、
長
期
金
利
の
誘
導
目

標
金
利
の
上
昇
を
容
認
し
た
の
で
あ
る
。
政
策
修

正
の
背
景
に
は
市
場
機
能
の
歪
み
や
銀
行
収
益
圧

迫
に
よ
る
金
融
機
能
へ
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
明
ら
か
に
金
融
政
策
の
限
界
を
示
し
た
も
の

と
い
え
よ
う
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
柱
で
あ
る
成
長
戦
略
も
、

〝
一
丁
目
一
番
地
〟
で
あ
っ
た
は
ず
の
規
制
改
革
が

勢
い
を
失
っ
た
。「
骨
太
の
方
針
２
０
１
８
」
で

は
生
産
性
向
上
を
目
指
し
、
教
育
無
償
化
な
ど
を

中
心
と
し
た
「
人
づ
く
り
革
命
」
や
残
業
の
罰
則

付
き
上
限
な
ど
の
「
働
き
方
改
革
」
を
目
玉
と
し

て
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
政
策
が
潜
在
成
長

力
に
ど
の
程
度
貢
献
す
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。

(29)



我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国

と
比
較
す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
欧
州
並
み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制

が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
事
業
に
資
す
る
相

続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他

の
一
般
財
産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式
を
含

め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る
い
は

免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企
業
の

代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、
10
年
間
の
特
例

措
置
と
し
て
同
制
度
の
拡
充
が
行
わ
れ
た
こ
と

は
評
価
で
き
る
が
、
事
業
承
継
が
よ
り
円
滑
に

実
施
で
き
る
よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
と

と
も
に
、
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に

対
し
て
も
適
用
要
件
を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮

す
べ
き
で
あ
る
。

②
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

経
営
者
に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要

が
あ
る
。
な
お
、
特
例
制
度
を
適
用
す
る
た

め
に
は
、
５
年
以
内
に
「
特
例
承
継
計
画
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
制
度
を

踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事
業
承
継
の
検
討
（
後

継
者
の
選
任
等
）
を
始
め
る
企
業
に
と
っ
て

は
時
間
的
な
余
裕
が
な
い
こ
と
等
が
懸
念
さ

れ
る
。
こ
の
た
め
、
計
画
書
の
提
出
期
限
に

つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅲ
、
地
方
の
あ
り
方

国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財
政
や
行

政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
化
は
地
方
の
活
性

化
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

の
際
に
不
可
欠
な
こ
と
は
地
方
の
自
立
・
自
助
の

精
神
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た

い
。
地
方
創
生
戦
略
も
こ
れ
を
基
本
理
念
と
す
べ

き
で
あ
る
。

政
府
は
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基
本
方

針
２
０
１
８
」
で
東
京
一
極
集
中
の
是
正
な
ど
を

図
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
地
方
自

身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
で
き
る
か
が
カ
ギ
と
な
ろ
う
。
地

域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ
り
、
新
た
な
地
場

技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
ど
う
開
発
し
て
い
く
か

が
大
事
な
の
で
あ
る
。

「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
に
み
ら
れ
る
返
礼
品

競
争
の
よ
う
な
手
法
は
、
あ
ま
り
に
安
直
で
あ
り

真
の
地
方
活
性
化
に
は
つ
な
が
る
ま
い
。
さ
す
が

に
総
務
省
も
昨
年
４
月
、
返
礼
品
の
送
付
に
つ
い

て
一
定
の
基
準
を
設
け
た
が
、
そ
も
そ
も
住
民
税

は
居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、
他
の
自
治
体
に

納
税
す
る
こ
と
は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い

と
の
指
摘
も
あ
る
。
納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自

治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」
本

来
の
趣
旨
に
沿
っ
た
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

「
地
方
は
国
の
仕
送
り
（
地
方
交
付
税
）
を
貯

金
し
て
い
る
」
と
し
て
問
題
視
さ
れ
た
財
政
調
整

基
金
な
ど
地
方
の
基
金
残
高
総
額
も
、
２
１
、
６

兆
円
（
28
年
度
決
算
）
に
膨
ら
ん
で
い
る
。
国
の

Ｐ
Ｂ
が
大
幅
赤
字
で
地
方
が
黒
字
と
い
う
財
政
状

況
を
考
え
れ
ば
地
方
交
付
税
の
相
応
の
削
減
が
必

要
に
な
ろ
う
が
、
今
年
度
予
算
で
は
数
百
億
円
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
地
方
交
付
税
は
国
が
地
方
の
財
源

不
足
を
保
障
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
地
方
の
財
政
規
律
を
歪
め
て
い
る
と
の
指
摘

が
多
く
、
そ
の
改
革
は
「
骨
太
の
方
針
」
で
も
求

め
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
地
方
は
国
に
頼
る

だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
責
任
で
必
要
な
安
定
財
源

の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に

よ
る
本
社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に

根
差
し
た
技
術
の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携

な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り
や
人
材
育
成

等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必
要

が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
問

題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
で

あ
り
、
集
中
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
の
観
点
か
ら
道
州
制

の
導
入
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
基
礎

自
治
体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る

た
め
、
さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合

併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地

方
の
行
財
政
改
革
に
は､

「
事
業
仕
分
け
」
の

よ
う
な
民
間
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手

法
が
有
効
で
あ
り
、
各
自
治
体
で
広
く
導
入
す

べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与

と
比
べ
た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ

ー
ス
）
が
改
善
せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、

適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け
で
な

く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給

与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
、
議
会
の
あ
り
方
を
見
直
し
、
大

胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
納
税
者

の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る

議
員
報
酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適

正
化
を
求
め
る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に

つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直

す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
、
震
災
復
興

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期

間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創
生
期
間
（
平
成
28

年
度
〜
32
年
度
）」
も
３
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、

被
災
地
の
復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ
道
半
ば

で
あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て
は
こ
れ

ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
を
適
正
か

つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、
適
切
な
支
援
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
災
地
に
お
け
る
企
業
の

定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

ま
た
、
熊
本
地
震
に
つ
い
て
も
、
東
日
本
大
震

災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
切
な
支
援
と
実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復

旧
・
復
興
の
実
現
等
に
向
け
て
早
急
に
取
り
組
ま

ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅴ
、
そ
の
他

１
、
納
税
環
境
の
整
備

行
財
政
改
革
の
推
進
と
納
税
者
の
利
便
性
向

上
、
事
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
税
と
課

税
の
基
準
を
同
じ
く
す
る
法
人
の
道
府
県
民
税
、

市
町
村
民
税
、
法
人
事
業
税
の
申
告
納
税
手
続
き

に
つ
き
、
地
方
消
費
税
の
執
行
と
同
様
に
、
一
層

の
合
理
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

２
、
租
税
教
育
の
充
実

税
は
国
や
地
方
が
国
民
に
供
与
す
る
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
対
価
で
あ
り
、
国
民
全
体
で
等
し
く
負
担

す
る
義
務
が
あ
る
。
ま
た
、
税
を
適
正
に
納
め
、

税
の
使
途
に
つ
い
て
も
厳
し
く
監
視
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
税
の
意
義
や
税

が
果
た
す
役
割
を
必
ず
し
も
国
民
が
十
分
に
理
解

し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
学
校
教
育
は
も
と

よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育
に
取
り
組
み
、
納

税
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

税
目
別
の
具
体
的
意
見
は
紙
面
の
都
合
上
、

省
略
い
た
し
ま
す
。
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相談役
アイトー電子㈱

長田　富也

副会長
都留信用組合

細田　幸次

副会長
㈱メイト

山口　照義

常任理事
㈱大森工務所

大森　剛仁

常任理事
㈱協和生コン

倉澤　鶴義

顧　問

滝口　哲夫

相談役
㈱コバヤシ工業

小林　　武

副会長
川上建設㈱

川上洋一郎

常任理事
㈱田村組

田村　夏子

理　事
大嶺興業㈱

古家　恵次

顧　問

原田　威

相談役
㈱槇田商店

槇田　則夫

相談役
㈱新名製作所

新名　米光

常任理事
三栄工業㈱

鯨岡　正文

常任理事
富士急行㈱

堀内光一郎

理　事
㈱トーホー

守屋　博文

相談役
㈱富士レークホテル

井出　常済

相談役
㈲大和屋薬局

奈良　紀子

副会長
日伸総建㈱

志村美貴代

常任理事
㈱堀江製作所

堀江　俊隆

常任理事
秋山土建㈱

立川　正史

理　事
㈱キドハイテック

城戸　正三

相談役
秋山土建㈱

大崎　俊浩

相談役
東京地方税理士会大月支部

池谷　正志

副会長
小林工業㈱

小林余し緒

常任理事
㈱小林工務店

小林　歳男

常任理事
タカムラ建設㈱

高村　朝彦

常任理事
㈱鈴木製作所

鈴木　誠一

相談役
㈱山梨中央銀行吉田支店

藤田　　豊

会　長
中央観光㈱

細谷　憲二

副会長
㈲こみたけ売店

小佐野昇一

常任理事
奥秋建設㈱

奥秋　幸治

常任理事
船津観光㈱

梶原　信行

理　事
㈱みどりや

天野　喜宗

相談役
堀内電気㈱

堀内　富久

副会長
㈲山岸旅館

外川　凱昭

専務理事
公益社団法人大月法人会

小笠原能久

常任理事
山　叶㈱

渡辺　吉勝

常任理事
富士観光開発㈱

小谷田　融

理　事
㈱ナカヤマ

中山　愛美

迎　春

常任理事
富岳物産㈱

浅沼　歌子

理　事
㈱尾形製作所

尾形　　直
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理　事
㈲山岸旅館

外川　桂子

理　事
甲陽産業㈱

三木　範之

理　事
㈱田中屋

佐々木弘之

理　事
㈲井上石油

井上　博之

理　事
㈱ミネルバ

越石　賢一

理　事
㈱共立機械

藤江　一枝

理　事
㈲印刷エトリ

餌取　一成

理事相当
吉田精工㈱

吉元　　潤

理　事
㈲フロスジャパン

柏木おさむ

理事相当
㈱平井製作所

平井　　勉

理事相当
㈱吉村製作所

吉村　　茂

理事相当
渡秀工業㈱

渡邊　浩次

理　事
長田産業㈱

長田　公明

理　事
㈱富士情報

渡辺　直企

理　事
㈱コバヤシ工業

小林ゆくよ

理事相当
㈱ユーキ

小泉　裕次

理事相当
山崎織物㈱

山崎　泰洋

理事相当
㈲吉沢製パン

吉沢　秀雄

理　事
㈱渡辺商店

渡邉　　稔

理　事
㈱大森林業所

大森　保廣

監　事
㈱湖山商事

湖山　泰三

理　事
㈲小林仏壇

小林　清哲

理事相当
宮川電気㈱

奥脇　芳弘

理事相当
伊東商店㈱

伊東　貴也

理　事
㈲こみたけ売店

小佐野紀之

理　事
三浦化成工業㈱

三浦　　信

監　事
㈱梶原工業所

梶原　秀博

理事相当
㈱ユーシン

荻原　秀祥

理事相当
㈲小池時計店

小池　久司

理事相当
㈲東京屋製菓

中村　　元

理　事
㈱マシナリー

宮下　完爾

理　事
富士水熱設備工業㈱

高村　浩明

監　事
㈱新　津

新津　好久

理事相当
山二商事㈱

赤澤　克夫

理　事
都留信用組合

天野　一則

理事相当
㈱富士レークホテル

井出　泰済

理　事
芙蓉実業㈱　

山下佐一郎

理　事
㈱吉野土建

吉野　保美

理事相当
中村エンジニアリング㈱

中村　　武

理事相当
パイロット測量設計㈱

堀内　　満

理事相当
㈱サイコ

三浦　敬伯

理　事
㈱桑原興業

桑原　安男

理事相当
富士航空電子㈱

吉澤　武司

理事相当
山英建設㈱

小松　英一

理　事
㈲田辺織物

田辺　丈人

理事相当
㈱エムティーシー

松浦　潤一

理事相当
井出電気㈱

井出　　隆

理　事
濱野屋ティートラスト㈲

天野　太文

理事相当
山叶㈱

渡辺　訓勝
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理事相当
山陽精工㈱

白川　敏子

理事相当
タナベ電器㈱

田辺　勝子

理事相当
㈱ナイトー建商

内藤　定子

理事相当
㈲日川時計店

日川　和子

理事相当
㈲山口乳業

山口　輝子

理事相当
㈱山梨重機

横打香代子

理事相当
㈱龍美建設

清水美恵子

理事相当
エスプラン㈱

白井恵美子

理事相当
㈲山口製作所

山口　光子

理事相当
㈱サナミ製作所

佐波　佳子

理事相当
㈱協和生コン

倉澤　光代

理事相当
㈱ツルタ

鶴田みさ子

理事相当
㈲天下茶屋

外川正知恵

理事相当
登り坂石油㈱

渡邉　良孝

理事相当
㈱土屋製作所

土屋きよ美

理事相当
㈱臼井自動車

臼井佳津子

理事相当
市川リース㈱

市川　公子

理事相当
ネスエンタープライズ㈱

小林　聖子

理事相当
㈱湖山商事

湖山　和子

理事相当
㈱アトラス測量

大石　秀世

理事相当
㈲コタカ電化

小高　洋子

理事相当
登り坂石油㈱

渡邉　林美

(33)

富士山五合目　こみたけ売店富士山五合目　こみたけ売店
富士山をより美しく富士山をより美しく

　　　　　　　代表取締役　小 佐 野　昇 一
山梨県富士吉田市上吉田小御岳下５６１７

TEL 0555-72-1476

　　　　　　　代表取締役　小 佐 野　昇 一
山梨県富士吉田市上吉田小御岳下５６１７

TEL 0555-72-1476

士山をよよをををよをよ山山山を山を士士士山士山富富富士富士

　　
　　　　　　　 　   　  

 

　　　　　　　 　   　  

 

よ 美ししく美美美し美しりりり美り美

　　
　　　　　　　 　   　  

 

　　　　　　　 　   　  

 

　　
　　　　　　　 　   　  

 

　　　　　　　 　   　  

 

売店　　
　　　　　　　 　   　  

 

　　　　　　　 　   　  

 

　　
　　　　　　　 　   　  

 

　　　　　　　 　   　  

 

士士富

山

　　
　　　　　　　 　   　  

 

　　　　　　　 　   　  

 

士山 合合目五五
代表 締役

山梨県富士吉田市上吉
TEL0555-

取

　　
　　　　　　　 　   　  

 

　　　　　　　 　   　  

 

こみた
役 小佐野 昇一
吉田小御岳下５６１７
72-1476

　　
　　　　　　　 　   　  

 

　　　　　　　 　   　  

 

け売店
一
７
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神
社
め
ぐ
り

神
明
社

鎮
座
地

富
士
吉
田
市
上
暮
地
八
八
八

御
祭
神

天
照
大
神

例
祭
日

九
月
十
五
日

宮
　
　
司

竹
俣
　
忠
洲

総
代
長

杉
田
　
征
夫
　

境
内
地

五
二
九
坪

氏
子
戸
数

七
〇
〇
戸

由
緒
沿
革

創
祀
の
年
代
不
詳
な
れ
ど
も
、
往
昔
上

暮
地
村
梅
久
保
に
請
し
、
第
八
五
代
仲
恭

天
皇
承
久
年
間
（
一
二
一
九
年
〜
一
二
二

一
年
）
金
峰
山
に
遷
座
せ
し
処
富
岳
に
面

し
寒
暑
の
激
変
甚
し
き
に
依
り
富
岳
の
隠

れ
た
る
地
に
遷
せ
と
の
神
託
に
基
き
、
長

享
三
年
（
一
四
八
九
年
）
現
在
地
に
遷
座
。
　
　
　

平
成
十
七
年
二
月
不
審
火
に
よ
り
社
殿

が
焼
失
、
平
成
十
八
年
五
月
再
建
が
な
さ

れ
た
。

第41回
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大 月 法 人 会公益社団法人大月法人会広報委員会 〒402-0001　山梨県都留市田野倉222番地1
TEL. 0554-45-6565　FAX. 0554-45-6465 大 月 法 人 会公益社団法人大月法人会広報委員会 〒402-0001　山梨県都留市田野倉222番地1
TEL. 0554-45-6565　FAX. 0554-45-6465
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平
成
30
年
度

平
成
30
年
度

公益社団法人 大月法人会　青年部会
早くから　学んでいこう　税のこと
　　　　　　　富士河口湖高校　　　３年 　　野村　矩樂

助け合う　社会にいかす　消費税
　　　　　　　富士北稜高校　　　　２年　　 高根　立翔

消費税　私にもできる　社会貢献
　　　　　　　富士河口湖高校　　　３年　　白根　伊織

ワンタッチ　お家で納税　便利だな
　　　　　　　富士河口湖高校　　　２年　　萱沼　祐也

税金は　平和に暮らす　助け船  
　　　　　　　富士北稜高校　　　　１年　　 田中　遥人

考えよう　税の知識を　広げよう
　　　　　　　富士北稜高校　　　　２年　　岡田　葉月

税金は　豊かな日々への　道標
　　　　　　　富士河口湖高校　　　２年　　 増永　悠香

消費税　持続可能な　社会保障
　　　　　　　富士北稜高校　　　　１年　　菅谷　木実

納税で　地域とあなたに　豊かさを
　　　　　　　富士河口湖高校　　　３年 　　大森　天翔

使いみち　まちがえないで　国のため
　　　　　　　富士北稜高校　　　　１年　　 志村　　玲

納税は　見えない所で　人助け
　　　　　　　富士河口湖高校　　　２年　　 宮下　拳都

金  賞

金  賞

銀  賞

銀  賞

銅  賞

銅  賞

大月税務
署長賞
大月税務
署長賞

富士河口湖町
町長賞

富士河口湖町
町長賞

大月法人
会長賞
大月法人
会長賞

青年
部会長賞
青年
部会長賞

東京地方
税理士会
大月支部長賞

東京地方
税理士会
大月支部長賞

第34回高校生の「税に関する標語」
　  受 賞 作 品
第34回高校生の「税に関する標語」
　  受 賞 作 品


